
　

　　（土日・祝祭日及び開庁日の午後１２時～午後１時を除く）

　　　西原町観光キャラクター

       さわりん

①保育所等入所をご希望の方は、全員お申込手続きが必要となります。
②必要書類を全てそろえて提出してください。（不備、記入漏れの場合は受付できません）

③保育料未納世帯については継続して入所(園)できない場合があります。
こども課までご相談ください。

④申込児童が定員を上回るなどの理由により、入所できない場合がありますので、
　 あらかじめご了承ください。
⑤申込書や添付書類等に虚偽がある場合は、入所(園)を取り消すことがあります。

⑥年度内の転所(園)は、原則としてできません。

⑦現在利用している保育所等ではなく別の施設を第１希望とした場合、

新規としての選考となります。

　

　　　　　　　　　各保育所等（在園児のみ）

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆お問い合わせ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
〒903-0220　西原町字与那城140番地の1
　西原町役場　福祉部　こども課　保育所係
　電　話　　945-5311　（内線2707）

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

★注意事項★～必ずお読みください～

令和5年度（2023年度）
保　育　所　等　入　所　案　内

◎受付期間 ： 令和４年１０月１１日（火）～令和４年１０月３１日（月）

◎受付時間 ： 午前９時００分～午後５時００分（月曜日～金曜日）

◎受付場所 ： 西原町役場 １階　　こども課　保育所係窓口

 ※期間を過ぎての申込

は、在園児や優先順位の

高い児童であっても欠員

補充（待機）の対象となり

ますのでご注意ください。 
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★入所（園）までの流れ

※教育・保育認定証は、入所(園)決定をお知らせするものではありませんので、ご注意ください。

★書類不備で

は受付できま

せん。書類が揃

い次第、期限内

に再提出してく

ださい。 

★勤務実態調査に

より勤務証明書等

の内容確認を行い

ます。 

 

確認がとれない方

や書類と実態が異

なる方は不承諾と

なる場合がありま

す。 

 

入所選考は、原則

として保育の必要

性が高い方から行

います。 

★大変申し訳ありませんが、入所(園)保留

通知が届いた方は空きが出るまで待機とな

ります。 

 

入所(園)可能となった時点で、こども課保育

所係からご連絡致します。 

 

申込は年度内有効となります。 

認定申請・現況届及び入所(園)申込 
10月11日～10月31日（期限厳守） 

（新規申込の方） 

認定審査 

入所(園)保留 

（認定証送付） 

各保育所等で面接 

健康診断書持参（新規利用児のみ） 

入所内定 

（認定証送付） 

★入所(園)決定後、入所(園)承諾決定通知の発送となります。入所

(園)内定後でも、保育料未納や提出書類に虚偽が発覚した場合は、

内定を取り消すことがあります。 

申込書等書類審査・入所(園)選考 

（勤務実態調査） 
※11月30日までの書類を基に選考します 

★提出書類を確

認・審査します。 
（継続入所(園)申込の方） 

現況届 内容確認 

入所(園)承諾決定 
（３月中旬～下旬 通知送付予定） 

★既に教育・保

育認定を受けて

いる方は、現況

の確認を行いま

す。 

★内定・保留に

関わらず、新た

に教育・保育認

定を受ける方、

現況の変更が

ある方は通知と

一緒に教育・保

育認定証を送

付します。 

★０歳児につきまし

て、第１回内定選考

は９月末までに生ま

れたお子様が対象

となります。 

１月下旬頃 

★園より面

接日調整の

連絡が来ま

す。 

面談の結果、

受け入れが

困難と判断

された場合

は内定取り

消しとなりま

す。 
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申込受付開始日

※　転入予定の方は、一斉申込期間を過ぎるとお申込ができません。転入後、お申込ください。

※　期限を過ぎてのお申込は、次の入所希望日の選考対象となります。

※　原則として、午後12時～午後1時の間は受付できません。　

※　育児休暇明けの入所(園)は、復職月の１ヶ月前より入所(園)対象となります。
　　 必ずしも希望の日に入所(園)できるとは限りませんのでご了承下さい。

※　０歳児の申込は出生届提出後から可能ですが、入所(園)対象となるのは生後6ヶ月からです。

令和４年
１０月１１日(火)～

令和5年10月10日（火）

令和5年11月10日（金）

令和5年12月8日（金）

令和6年2月1日

令和6年3月1日

令和5年12月1日

令和6年1月1日

令和5年9月8日（金）

令和5年8月1日

令和5年9月1日

令和5年11月1日

令和5年10月1日

令和5年6月9日（金）

令和5年7月10日（月）

令和5年7月1日

令和5年8月10日（木）

令和5年3月10日（金）

令和5年4月10日（月）

令和5年5月10日（水）

西原町保育所等入所申込日程表

令和5年5月1日

令和5年6月1日

令和4年10月31日（月）

入所希望日 申込受付締切日

令和5年4月1日
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★保育所等入所について

★入所(園)対象児童

★保育の必要性の認定

★保育必要量の区分
保護者の状況に応じて、保育の利用時間を以下の2つに認定します。

※保護者のいずれか一方が保育短時間に該当する場合は、保育短時間での利用となります。

★保育時間　通常保育は月曜日～土曜日（日曜・祝祭日及び年末年始は休園）

19:15

16:15 19:15

※延長保育を実施していない園もございますのでご注意ください。（10ページ参照）

※園によって保育開始時間及び終了時間が異なります。詳細は各園までお問い合わせください。

※時間外保育を利用した場合は、別途利用料がかかります。（時間外保育１時間150円、月契約4500円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（延長保育1回利用300円、月契約3000円）

　認可保育所（園）とは、保護者が働いていたり病気の状態にあるなど「保育の必要な事由」に該当する世帯に属する
児童を、保護者に代わって保育することを目的としています。したがって、どの家庭の児童も無条件に入所(園)できるも
のではありません。なお「集団保育に慣れさせるため」などの理由では入所(園)の対象とはなりません。

　おおむね生後6ヶ月から小学校就学前までの児童のうち、保育の必要な事由に該当し、2号または3号認定を受け、
入所(園)基準日（令和5年4月1日）において西原町内に住民票を有する世帯が対象です。お申込は出生届後から可能
です。

7:15 18:15

３号認定

最長8時間

保護者の状況

勤務時間もしくは就学時間が１週間あたり３０時間以上、妊娠・出産、疾病に該当

勤務時間もしくは就学時間が１週間あたり１６時間以上３０時間未満、求職活動中、育児休暇取得中

保育時間

最長11時間（原則８時間）

　幼稚園や保育所等の利用を希望する場合は、「保育を必要とする認定」を受ける必要があります。認定された場合、
【教育・保育認定証】を交付いたします。以下の点にご注意ください。

※在園児の方、または令和4年度入所申請をして入所を待っている方の教育・保育認定証は、既に認定を受けていますので認定
内容に変更が無い限り、送付いたしません。

利用先

保育所(園)・認定こども園

対象者

満３歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、
保育所等での保育を希望される場合

満３歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、
保育所等での保育を希望される場合

※【教育・保育認定証】は入所(園)決定をお知らせするものではありません。

認定区分

利用区分

保育標準時間

保育短時間

２号認定

※保育に必要事由の変更により保育時間が変更になる場合は、毎月23日までに書類をご提出ください。翌月
からの変更となります。

7:15

標準時間

短時間

8:15 18:15

保育所(園)・認定こども園
小規模保育

通常保育（１１時間） 
延長保育 

（平日のみ） 

時間外 

保育 
通常時間（8時間） 

時間外 

保育 

延長保育 

（平日のみ） 
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●出産を控えている方●

●育児休業中の方●

～既に保育所（園）を利用している児童～

～新規入所(園)を希望する児童～

※待機証明書等が必要な場合は、こども課窓口に申請ください。（発行には数日かかります。）

●求職活動でお申込の方●

●転入予定の世帯●

●児童にアレルギーや疾患等がある場合●

③疾病・障害等・・保護者が疾病・負傷している、又は精神もしくは身体に障がいを有している

★保育の必要な事由

①就労・・・・・・・・・月64時間以上就労していること（パートタイム、夜間など全ての就労に対応）

②妊娠・出産・・・・妊娠中であるか又は出産後間がないこと（入所期間：産前２ヶ月、産後２ヶ月）

⑩その他、上記に類する状態として町長が認める場合

④看護・介護等・・長期にわたり、疾病や心身に障がいのある親族を常時介護・看護していること

⑤災害復旧等・・・保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること

⑥求職活動・・・・・求職のため昼間外出することを常態としていること（入所期間：最長３ヶ月）

⑦就学・・・・・・・・・月64時間以上学校や職業訓練校等に通学している（短時間の習い事や塾、教室等は除く）

⑧育児休業・・・・・育児休業取得時に、保育所（園）に在園しているお子様がいて継続利用が必要であること

⑨虐待やDVのおそれがあること

　児童に食物アレルギーがある場合は、事前にこども課窓口にて詳しく状況を伝え、給食等の対応が可能か
相談してください。また、病気や発育状況などで気になることがある場合も、こども課窓口へ相談してくださ
い。児童の状況によっては、医師の「診断書」が必要となります。

　【例：死亡、離別（別居）、行方不明等のため保護者が児童と生活を共にしていない、など】

　妊娠中の方は、就業の有無に関わらず「親子健康手帳（母子手帳）」、「診断書」、「妊娠届出書」などの【分
娩予定日が記載されている書類】のコピーを必ず提出してください。出産日翌日から2ヵ月後の月末までに保
育の必要性の事由に該当することの証明書（勤務証明書等）の提出がない場合は退所となります。

　児童の発達上、環境の変化に留意する必要がある場合や保護者の健康状態などを考慮し、継続利用が
必要である場合には、保育の必要な事由に該当し認定を受けることができます。

　新規でお申し込みの場合、育児休業を理由として教育・保育認定を受けることはできません。令和5年4月1
日入所の場合、令和5年5月31日までに職場復帰することがお申し込みの条件となります。

　求職申立書の有効期限は3ヶ月間となります。ただし、認定期間の延長が妥当と判断される場合は最長で
6か月、認定することができます。期限を過ぎた場合は退所(園)、または待機児童リストから除外されますの
でご注意ください。勤務が決まった方は速やかに「勤務証明書」を提出してください。

　西原町内に転入先住所が決定している場合は、一斉受付期間に限り転入予定としてお申込できます。しか
し、町が指定する期限までに転入が確認できない場合は入所(園)できません。お申込の際は、役場指定の
「転入予定申立書」と、「転入を予定していることが確認できる証明書」、「課税証明書」を提出してください。
詳しくは、こども課窓口にお問い合わせください。
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★保育料について

市町村民税所得割額（保護者合算）に応じて階層が決定されます。

※保育料の納付期限は、毎月１０日（４月のみ２０日）です。

　 （ただし、土日・祝祭日に当たる場合は、翌営業日となります。）

※納付は原則、口座振替をお願いしています。以下の点にご注意ください。

・税額控除のうち「住宅借入金等特別控除」「寄付金控除」「配当控除」「外国税控除」を受けている方は、
　所得割額にこれらの控除額を足した額で階層が決まります。

・基本的には両親の課税状況で保育料を算定しますが、両親の収入が生活保護基準額を下回る場合は、
　同居親族の収入も保育料算定の対象となります。

・修正申告等により課税状況に変更が生じた場合や世帯状況の変更があった場合は、その都度こども課
　保育所係までご連絡ください。保育料が変更となる場合があります。

・保育料で過払いがあった場合は、過年度および当年度の未払い分に充てさせていただき残りを返還します。

　　保育所（園）と幼稚園にきょうだい児が入園している場合、登録できる口座は１つとなります。
　　きょうだい児で別の口座を登録することはできませんので、ご了承ください。

　保育料は均一ではなく、課税状況・児童の年齢・世帯状況
（生活保護世帯、ひとり親家庭、障がい者のいる世帯等）によって決定されます。

２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １０月

（★）認定こども園、地域型保育事業施設、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所している、または児童発達支援及び医療方児
童発達支援を利用している児童を含みます。

１１月 １２月 １月

前年度（令和2年収入分）の
市町村民税所得割額で算定

当年度（令和3年収入分）の
市町村民税所得割額で算定

　保育料は毎年9月に切り替えとなります。4月～8月分保育料は前年度市町村民税所得割額にて算定を行い、
9月分以降の保育料は当年度市町村民税所得割額にて算定を行います。課税額に変更が生じた場合、保育料
が変更となる可能性もありますので、予めご了承ください。

　２人以上の児童が、認可保育所（園）または幼稚園等（★）に入所(園)している場合、保育料の多子軽減が適
用されます。該当する世帯は『入園承諾書』または『在園証明書』の提出をお願いします。

①保育料の切り替え時期について

②多子軽減について

９月 

第1子 

基準額全額 

第2子 

基準額の半額 
第3子～ 

無料 

６



標準 短時間 標準 短時間

0 0

0 0

(0) (0)

[ 0 ] [ 0 ]

8,750 8,550

(0) (0)

[ 0 ] [ 0 ]

18,500 18,100

(9,250) (9,050)

[ 0 ] [ 0 ]

9,000 9,000

(0) (0)

[ 0 ] [ 0 ]

27,000 26,500

(13,500) (13,250)

[ 0 ] [ 0 ]

27,000 26,500

(13,500) (13,250)

[ 0 ] [ 0 ]

35,500 34,800

(17,750) (17,400)

[ 0 ] [ 0 ]

42,500 41,700

(21,250) (20,850)

[ 0 ] [ 0 ]

48,000 47,100

(24,000) (23,550)

[ 0 ] [ 0 ]

63,000 61,900

(31,500) (30,950)

[ 0 ] [ 0 ]

※国の法改正により保育料が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

一般世帯

生活保護法による被保護世帯

一般世帯

＊第２-２階層から第８階層の（  ）は二人目半額、[　]は三人目から無料であると示しています。

第 8 階層

97,000円以上
169,000円未満

第 2-2 階層

77.101円以上
 97,000円未満

ひとり親・
障がい児(者)
のいる世帯

第 3-2 階層

397,000円以上

169,000円以上
301,000円未満

前年度（9月以降は当年度）の
市町村民税
非課税世帯

＊市町村民税非課税　：　「所得割額」に加え「均等割額」も非課税であることが条件となります。

保育料の階層区分及び保育料一覧

第 4-1 階層

第 4-2 階層

48.600円
以上

77.101円
未満

ひとり親・
障がい児(者)
のいる世帯

一般世帯

保育料 (月額）   

階層区分
定        義

０～２歳児クラス

各月初日の入所(園)児童の属する世帯の階層区分

0

第 1 階層

第 2-1 階層

第 3-1 階層

＊年度の途中で３歳児となり、認定が３号から２号に変更された場合でも、その年度末までは０～２歳児クラスとしての保育料になります。

第 5 階層

３～５歳児クラス

0

前年度（9月以降は
当年度）の
市町村民税
所得割額

（保護者合算）

ひとり親・
障がい児(者)
のいる世帯

第 4-3 階層

301,000円以上
397,000円未満

48,600円
未満

第 6 階層

第 7 階層

無償化により、3歳

児以上のクラスは

保育料が0円と

なっております。 
 

※給食費について

は別途発生いたし

ますので、各園へ

お問い合わせくだ

さい。 

また、給食費のう

ち副食費について

は、保護者の所得

割額の合計が

57,700円以上の世

帯から発生します。

ただし、第3子は

57,700円以上の世

帯であっても免除

となります。 
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★提出書類

～お申込をする全ての児童に必要な書類～

①教育・保育認定申請書兼現況届

②令和５年度保育所等入所申込書　【在園児：ピンク　　新入児：黄色】

③保育の必要な事由を証明する書類

※父・母・18歳以上65歳未満の同居者は全員必要です。

※3か月以内に証明された書類をご提出ください。

　 

④提出書類チェックシート入所申込み確認及び同意書

重要事項の確認となりますので、必ずお読みになり確認していただいた上でご署名をお願いします。

保護者の状況

勤務または採用予定の方

※株式・有限・合資会社などの法人組織の
方は「勤務証明書」を提出してください。

自営業・内職・農業の方

必　要　書　類

勤務証明書　　　※役場指定の様式

　※本人記入、日付・記入担当者印のないものは無効となります

自営業・農業申立書/内職証明書　　※役場指定の様式

営業許可証、委託契約書、組合等加入証明書などのコピー

勤務証明書　　　※役場指定の様式

　※育児休業期間・職場復帰日の記入がないものは無効です
育児休業中の方

親子健康手帳、妊娠届出書、診断書などのコピー

　※出産予定日が記載されているものを提出してください
出産予定の方

診断書　　　※役場指定の様式病気療養中の方

　　※上記証書等がない場合は、医師の診断書を提出してください

または障害基礎年金受給者証等のコピー

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、

心身に障がいのある方

看護（介護）状況申立書　　※役場指定の様式

看護・介護を受けている方の診断書、または身体障害者手帳などのコピー
看護・介護にあたっている方

就学している方
在学証明書　※証明書がない場合は、合格通知書などのコピーを提出してください。

カリキュラム等授業・訓練等の日数・時間が確認できるもの

※役場指定の様式は、西原町のホームページから印刷可能です。不足・紛失・破損等により様式が必要な方
は、ホームページもぜひご活用ください。（こども課窓口でも配布しています。）

求職申立書　　※役場指定の様式

ハローワークカードなどのコピー
求職活動中の方

災害復旧中の方 罹災証明書
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～その他該当する世帯のみ必要な書類～

世帯の状況確認に必要な書類

　 

保育料の算定に必要な書類　　※扶養に入っている方でも必ず提出してください。

●注意事項●

【例】

＊勤務先が変わった場合 ＊祖父母等と同居になった場合

＊税金の修正申告をした場合 ＊障がい者扶養世帯となった場合　　など

★一時保育事業

★発達支援保育

　申込書類を提出した後に家庭状況が変わった場合は、書類の再提出等が必要となります。その都度こども課保
育所係までご連絡ください。なお、職場を退職し2ヶ月以上たったことが判明した場合は途中退所となります。

世帯の状況 提　出　書　類

生活保護世帯

ひとり親世帯

生活保護証明書

児童扶養手当受給者証、母子及び父子家庭等医療費受給者証

 または遺族基礎年金受給者証などのコピー

　※上記証明書等がない場合は、離婚日が記載されている戸籍謄本を提出してください

令和5年7月7日（金）「２０２３　W-２（令和４年収入分が確認できるもの）」の写し

「令和5年度（令和4年収入分）所得課税証明書」 令和5年
7月7日（金）

※令和5年1月1日時点の住民登録市町村で発行可能

申込児童にアレルギー・疾病がある世帯

障がい者（児）のいる世帯

　発達が気になる児童及び心身に障がいのある児童で、保育の必要性が認められ集団生活において支援が必要な
児童には、より丁寧な保育を行うことで子どもの発達を促します。こども課でご相談を。

＊育児休業取得（予定）の場合

　保護者の疾病や出産など、一時的に保育を必要とする児童が対象です。現在、保育士不足により事業を見合わせ
ておりますが、実施予定園において職員体制が整い次第、再開予定です。詳しくは実施予定園へ直接お尋ねくださ
い。

＊離婚した場合

＊再婚した場合

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書

または障害基礎年金受給者証などのコピー

里親委託証明書里親世帯

児童の状況調査票

過去１年以内の発達検査等の結果が分かる書類、診断書または療育手帳、特
別児童扶養手当証書等の写し

発達支援保育を希望する世帯

児童の状況調査票

入所申込時に提出

＊出産（予定）の場合

「令和4年度（令和3年収入分）所得課税証明書」 入所申込時に提出・令和5年1月2日以降に
　西原町へ転入される方
・単身赴任等で町外に

　住民票がある方

情報提供の同意書

申告の状況 提　出　書　類 提出期限

３歳児未満の申込世帯 保育所等保育料納付誓約書

軍人・軍属の方
「２０２２　W-２（令和３年収入分が確認できるもの）」の写し
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★西原町保育施設一覧及び予定募集定員

坂田保育所 ○

西原白百合保育園 ○ ○

愛和保育園

さざなみ保育園 ○

さざなみ保育園（分園） ○ ○

小川保育園 ○

さくらんぼ保育園

さわふじ保育園 ○

さうんど保育園

さうんど保育園（分園）

○

○

○

○

○

○

※定員については、各施設の保育士の配置状況等により変動する場合があります。なお、さうんど保育園、西原保育
園、こばとゆがふ保育園、うえはら保育園の4施設は、保育士不足により前年比で定員が減となりますが、保育士が確
保され次第、施設定員に戻していく予定ですので、ご了承ください。

保育所（園）名

公立

認可

小規模
・

事業所

棚原772-3

棚原772-1

上原2-32-2

（満3歳児)

12 19 29 60
善隣幼稚園

（１号(教育))
園が利用決定しま
す。

（２号(保育))
（満3歳児)

３ 7 14 24

12 12 36 90

キティーハウス（事業所） 6 12 12 30

こばとゆがふ保育園

こばと保育園(小規模） 18

12うえはら保育園（小規模）　　　　

6 6 6

6 0 6

翁長303

小那覇337-2

安室196-1

桃原76

15 小橋川1-2

（4才児）

29

12 18

24 3612 24 120

110

幸地1027－1

翁長591

12 18

翁長523-12

子育て
センター4才児

以上 計

100 翁長665

所在地
延長
保育

17

（5才児）

28

150

50

120

70

42

25

定　　　　　員

9 20 21 25

0才児 1才児 2才児 3才児

25

32

30

4112 18 24

24

西原保育園

24 22

与那城172

100

棚原183-118

34

30 棚原775

10018 18 18

12 18

60

小波津586-8

36

12

18

9 20

15

10

8

30 30

12

15

20

24

6

認定こども園

Q.認定こども園とは・・・
　教育・保育を一体的に行い、幼稚園と保育所の両方の機能を併せもつ施設です。
　1号（教育）認定…園が利用決定します（善隣のみ）。教育時間　8：15～14：00
　２号（保育）認定…町で利用調整します。保育時間　8：15～16：15（短時間）　7：15～18：15（標準時間）

Q.小規模・事業所内保育施設とは・・・
　保育園と同様の機能を持ち、0～2歳までの少人数（定員6～19人）を対象に、家庭的できめ細やかな保育を行い
ます。事業所内保育施設の場合、定員から従業員枠を除いた枠を地域枠として町で利用調整します。
また、卒園児は連携施設や認可保育園の3歳児クラスへ優先的に利用調整を行います。
　こばと保育園連携施設…こばとゆがふ保育園
　キティーハウス連携施設…善隣幼稚園

Ｑ.公立・認可保育園とは・・・
　保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、家庭で子どもを十分に保育することができない場合に、保護者に代
わってその子どもの養護および教育を一体的に提供する施設です。
　公立保育所は西原町が、認可保育所は社会福祉法人等が運営する保育施設となります。

坂田こども園
（予定定員）

（１号(教育)) 5 8 25
翁長626-1

（２号(保育)) 15 22 65

■小川保□西原□ヘ小橋川バス←都パレ□西原中 県道３８←浦 役場□東部消防  町立学校給食 ■西原白百合 □糸数商店 □西原バスターミナル さざな西原中央公 国道329□西原町 □給□西原南小←与 中←浦添 坂田小学校□ 坂田幼稚園□       □ □西原小学校 ←与那 □西原東中□ 国道329サンエー西原シ □西原町中城小那覇     □ マクドナルド   3□金秀 小波津川 □ふ 県道２９号 

令和5年度実施園 
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★西原町保育施設一覧

　  

坂田文具店 

坂田文具店 
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　★入所(園)選考基準表

　　下記の基準表をもとに点数をつけ、優先度を判断します。

　　入所決定は、書類審査・調査（電話等）により保育の必要性が高い方から行います。

 １２


